
証券コード 3377
2025年２月７日

（電子提供措置の開始日2025年２月４日）

株 主 各 位
東 京 都 世 田 谷 区 若 林 三 丁 目 15 番 ４ 号

株式会社バイク王＆カンパニー

代 表 取 締 役 Ｃ Ｅ Ｏ 澤 篤 史

第27回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第27回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し

ております。

当社ウェブサイト https://www.8190.co.jp/ir/stock/shareholder.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入

力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができます

ので、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年２月25日(火曜

日)午後６時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１．日 時 2025年２月26日(水曜日)午前10時（受付開始 午前９時）

２．場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号

渋谷ソラスタ４階 渋谷ソラスタコンファレンス４Ａ

(当社は2023年８月14日付で、本店を東京都港区から東京都世田

谷区に移転しましたので、株主総会の開催場所を上記のとおり変

更いたしました。ご来場の際は、末尾の株主総会会場ご案内図を

ご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。）

３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第27期（2023年12月１日から2024年11月30日まで）事業報告

および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会

の連結計算書類監査結果報告の件

２．第27期（2023年12月１日から2024年11月30日まで）計算書類

報告の件

決 議 事 項

第１号議案 第27期剰余金処分の件

第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎株主総会当日の開場時刻は午前９時を予定しております。当日ご出席の際は、お手数ながら同

封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源

節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし

て取り扱わせていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ

ていただきます。
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株主総会参考書類

第１号議案 第27期剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、財務体質の強化、継続的な企業価値の向上に努め、将来の事業展開等を

勘案のうえ、内部留保および利益配分を決定しております。

内部留保につきましては、従来より進めてまいりました借入金等に大きく依存し

ない財務基盤を前提に、業務の一層の効率化・売上の増加を図るための新規出店、

システム整備および将来の事業強化につながる戦略的投資等、将来の経営効率を高

めるための事業基盤強化の原資に充当してまいります。

配当につきましては、安定的な配当を行うことを念頭に置きつつ、業績等を勘案

したうえで配当金額を決定してまいります。

第27期の期末配当につきましては、かかる方針を踏まえ、当期の業績その他諸般

の事情を勘案いたしまして、以下のとおりとさせていただきたく存じます。

(１) 配当財産の種類

金銭といたします。

(２) 株主に対する期末財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金５円50銭 総額79,857,641円

(３) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年２月27日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）５
名全員は任期満了により退任となります。つきましては、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会にて検討がなされましたが、特段の
意見はございませんでした。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

１

さわ あつ し

澤 篤 史
(1977年２月４日)

1998年９月 当社入社

53,700株

2002年８月 当社経営企画室長

2008年12月 当社総合管理本部長

2011年３月 当社企画本部長

2014年12月 当社執行役員

当社マーケティング戦略部門・インフォメ

ーションセンター担当

2017年12月 当社バイクライフプランニング事業部担当

2021年２月 当社取締役執行役員

当社バイクライフプランニング事業部管掌

2021年４月 ㈱バイク王ダイレクト 代表取締役

2021年12月 当社流通事業部管掌

2022年12月 ㈱オズ・プロジェクト 代表取締役

㈱ヤマト 取締役

2023年２月 当社取締役常務執行役員

2023年12月 当社マーケティング部門管掌

2024年６月 当社事業推進本部管掌

2024年12月 当社代表取締役CEO（現任）

＜取締役候補者とした理由について＞
澤篤史氏は、当社入社以来、長年に亘り営業部門および管理部門の責任者を歴任してお
り、その経験により当社事業に関する幅広い見識を十分に有していることから、当社の
持続的成長および中長期的な企業価値向上に資すると判断したため、引き続き取締役候
補者として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

２

か とう よし ひろ

加 藤 義 博
(1971年１月31日)

1991年３月 ㈱ナショナルオート入社

3,059,000株

1998年９月 当社設立 代表取締役社長

2007年６月 ㈱アイケイモーターサイクル 代表取締役

社長

2011年３月 当社企画本部管掌

2013年12月 当社内部監査室管掌

2014年２月 当社取締役会長

2017年３月 当社教育研修室管掌

2024年12月 当社取締役CVO founder（現任）

＜取締役候補者とした理由について＞
加藤義博氏は、石川秋彦氏と1998年に当社を設立以来、代表取締役社長および取締役会
長を歴任し、長年に亘る豊富な経営経験および経営全般に関する知見を有していること
から、経営の推進に適任であると判断したため、引き続き取締役候補者として選任をお
願いするものであります。

３

こ みや けん いち

小 宮 謙 一
(1968年９月14日)

1992年４月 ㈱リクルート入社

1,300株

1999年８月 ソフトバンク㈱入社

2001年４月 イー・ショッピング・カーグッズ㈱ 代表

取締役社長

2002年６月 ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱

取締役営業本部長

2006年９月 ㈱クレディコム設立 代表取締役社長

2018年２月 当社取締役執行役員

当社コミュニケート部門管掌

2018年12月 当社事業企画部門・管理部門管掌

2020年12月 当社経営戦略部門・流通事業部管掌

2024年６月 当社コーポレート部門管掌

2024年12月 当社取締役COO（現任）

＜取締役候補者とした理由について＞
小宮謙一氏は、他企業において長年に亘り代表取締役社長を務め、経営者としての豊富
な経験および見識を有しており、当社における重要事項の決定および業務執行の監督に
十分な役割を果たしていることから、当社の持続的成長および中長期的な企業価値向上
に資すると判断したため、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものでありま
す。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

４

おお たに ま き

大 谷 真 樹
(1971年１月22日)

2000年11月 当社入社

1,100株

2001年１月 当社取締役営業本部長

2007年11月 当社取締役副社長 営業本部管掌

2009年12月 当社教育研修室管掌

2011年９月 ㈱パーク王 代表取締役

2012年３月 当社駐車場事業部管掌

2014年２月 当社常務取締役

2014年12月 当社商品流通事業部管掌

2015年２月 当社取締役常務執行役員

2017年12月 当社コンタクトセンター管掌

2022年４月 ㈱ライフ＆カンパニー 代表取締役

2022年12月 当社デジタルプロモーション部門管掌

2024年６月 当社業革戦略担当

2024年12月 当社取締役CFO（現任）

㈱東洋モーターインターナショナル 取締

役（現任）

＜取締役候補者とした理由について＞
大谷真樹氏は、長年に亘り営業部門を牽引し、経営的視点を十分に持ち合わせており、
経営全般に関する知見を有していることから、当社の持続的成長および中長期的な企業
価値向上に資すると判断したため、引き続き取締役候補者として選任をお願いするもの
であります。

(注) １．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者の選任については、取締役規程で定めた当社取締役としての資格要件、経営に

係る技能・知識に加え、人格等の適性を総合的に鑑み、構成員の半数以上を社外取締役とする
諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて協議して候補者を決定しております。

３．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者が負担することとなる職務の執行に関する責任および当該責任の追及に係る請
求による損害を当該保険により補填することとしております。各候補者が取締役に選任された
場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更
新時においても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって監査等委員である取締役３名全員は任期満了

により退任となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願

いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

１

かみ さわ てつ じ

上 沢 徹 二
(1956年６月14日)

1981年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行

―

2007年７月 同行コンプライアンス統括部マネー・ロー

ンダリング防止対策室長

2010年４月 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱執行

役員

2013年６月 日本確定拠出年金コンサルティング㈱代表

取締役副社長

2016年６月 ㈱ジャルカード監査役

2018年７月 ㈱丸の内よろず顧問

2019年２月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

＜監査等委員である取締役候補者とした理由について＞
上沢徹二氏は、金融機関および事業会社における長年に亘る豊富な経験と幅広い知識を
有しており、また役員として企業経営に携わっていた経験により、当社の経営監督の強
化のために期待される役割を十分に発揮していただけると判断したため、引き続き監査
等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。

２

み かみ よし あき

三 上 純 昭
(1956年３月19日)

1978年４月 野村證券投資信託販売㈱（現三菱UFJモル

ガン・スタンレー証券㈱）入社

2,500株

1987年９月 国際証券㈱（現三菱UFJモルガン・スタン

レー証券㈱）湯島支店長

1995年４月 同社第一事業法人部長

2001年４月 同社大阪事業法人資金運用部長

2001年11月 ㈱日本ビジネスマッチング設立 代表取締

役（現任）

2003年６月 ㈱プレステージ・インターナショナル 社

外監査役

2019年２月 当社取締役（監査等委員）（現任）

＜監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割について＞
三上純昭氏は、役員として企業経営に携わっていた経験があることから、当社の業務執
行の意思決定における適法性、妥当性の観点から適切な提言をいただけると判断したた
め、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものでありま
す。また、同氏が選任された場合には、経営者として培ってきた豊富な知見を、当社の
監査体制に活かしていただくことを期待しております。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

３

もり じゅん こ

森 順 子
(1956年８月１日)

1985年４月 司法研修所入所

―

1987年４月 東京弁護士会 弁護士登録

1993年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録

2007年５月 森合同法律事務所開設（現任）

2011年４月 第二東京弁護士会に移籍

2023年２月 当社取締役（監査等委員）（現任）

＜監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割について＞
森順子氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を当社経営に活かしつつ、社
会的公正な決定および経営監督の実効性向上の実現のために期待される役割を十分に発
揮していただけると判断したため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者として
選任をお願いするものであります。同氏は、会社の経営に関与した経験はありません
が、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として職務を適切に遂行できるも
のと判断しております。また、同氏が選任された場合には、弁護士として培ってきた豊
富な知見を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。

(注) １．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．三上純昭氏および森順子氏は、社外取締役候補者であります。
３．三上純昭氏および森順子氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
４．三上純昭氏の当社監査等委員である社外取締役在任期間は2019年２月の就任以来本総会終結
の時をもって６年であります。

５．森順子氏の当社監査等委員である社外取締役在任期間は2023年２月の就任以来本総会終結の
時をもって２年であります。

６．当社は、上沢徹二氏、三上純昭氏および森順子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に
基づく同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契
約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額といたします。なお、上沢徹二氏、三上純昭
氏および森順子氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することとなる職務の執行に関する責任および当該責任の追及に係る
請求による損害を当該保険により補填することとしております。各候補者が取締役に選任され
た場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回
更新時においても同内容での更新を予定しております。
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（ご参考）株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

本総会において、第２号議案および第３号議案が原案通りに承認された場合の、取

締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者および監査等委員である取締役候補者

のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。なお、取締役として相応しい経験

があることを前提のうえ、当社が期待する役割の項目に印をつけております。

候補者
番号

氏名 企業経営
店舗開発
／営業

人財
財務会計
／Ｍ＆Ａ

サステナ
ビリティ
／ガバナ
ンス

ＩＴ／
ＤＸ

取締役
（監査等委
員である
取締役を
除く。）
候補者

１ 澤 篤 史 ● ● ● ●

２ 加 藤 義 博 ● ● ●

３ 小 宮 謙 一 ● ● ●

４ 大 谷 真 樹 ● ● ●

監査等委
員である
取締役
候補者

１ 上 沢 徹 二 ● ● ●

２ 三 上 純 昭 ● ● ●

３ 森 順 子 ● ●
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、あら

かじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議

によりその選任の効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、当社における地位、担当
および重要な兼職の状況

所有する当
社の株式数

く ぼ た せい ら

久 保 田 征 良
(1983年２月25日)

2009年12月 第一東京弁護士会弁護士登録

―
2009年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所

2012年２月 野村綜合法律事務所 入所

2021年２月 山下綜合法律事務所 入所（現任）

＜補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割について＞
久保田征良氏は、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の監査等に
反映していただけると判断したため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者として選任
をお願いするものであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありません
が、企業法務に精通しており、当社の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に
遂行できるものと判断しております。また、同氏が就任された場合には、弁護士として培っ
てきた豊富な知見を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。

(注) １．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．久保田征良氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．本議案が承認され、久保田征良氏が社外取締役に就任された場合には、独立役員として東京
証券取引所に届け出る予定であります。

４．本議案が承認され、久保田征良氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、監査等
委員である取締役として、当社と久保田征良氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づく
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし、当該
契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額といたします。

５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することとなる職務の執行に関する責任および当該責任の追及に係る
請求による損害を当該保険により補填することとしております。久保田征良氏が監査等委員で
ある取締役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以上
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事 業 報 告

( 2023年12月１日から
2024年11月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(１) 事業の経過および成果

当連結会計年度における我が国経済は、７－９月期の実質GDP成長率が年率換算

1.2％と個人消費が成長の牽引役となって２四半期連続のプラス成長となりました。

内閣府の11月の月例経済報告では、「景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに

回復している」、また、先行きについては、「雇用・所得環境が改善する下で、各種

政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される」との見方が引き続き

示されています。さらに、物価に関しては、10月のコアコアCPIが2.3％、コアCPIは

2.3％と14か月連続で２％台となり落ち着きが継続していることが確認されました。

一方、トランプ氏の次期大統領返り咲きにより、関税など通商政策に加え、ウクラ

イナ戦争やイスラエル・ガザ戦争への影響が見通せないほか、長引く中国の経済不

振の懸念もあり、我が国の景気の先行きへの不安材料となっています。

当社グループが属するバイク業界におきましては、アフターコロナにおける社

会・経済活動の正常化により、ユーザーのバイクへの関心はコロナ前の水準に落ち

着きました。具体的には、中古車販売価格は安定推移しているものの、消費の選択

肢の回復にともなうバイク需要に向かった消費の分散化や物価高騰の影響もあり、

新規（リターン含む）ユーザー層の流入やバイク購買需要は落ち着いて推移してい

るものと見ております。また、流通やサービスにおける競争においては、コロナ禍

における活動制限の影響などもあり身近な店舗が支持されるなど新たな変化が生じ

ており、お客様との新たな関わり方や新たなサービスの必要性を認識することとな

りました。一方、当社グループが主力商材とする高市場価値車輌の保有台数は引き

続き増加傾向である中、円安にともなう旺盛な輸出需要が継続しており、国内中古

流通市場の需給はひっ迫した状況にあると認識しております。この結果オークショ

ン相場は高い水準で推移し、当社グループにおけるホールセールの車輌売上単価

（一台当たりの売上高）に寄与しました。

国内におけるバイクの保有台数は約1,030万台（前年比0.1％減）と前年とほぼ横

ばいになっておりますが、当社グループの主力仕入とする高市場価値車輌である原

付二種以上は約597万台（前年比2.6％増）と前年を上回っております※１。新車販売

台数においては、約38万台（前年比4.0％増）と前年を上回り、高市場価値車輌も同

様に約28万台（前年比23.0％増）と前年を上回っており、依然として高い推移を維
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持しております※２。

※１.出典：一般社団法人日本自動車工業会(2023年３月末現在)
※２.出典：一般社団法人日本自動車工業会(2023年実績)

このような状況のもと、当社は持続的な成長に向けてコーポレートミッションと

して「まだ世界にない、感動をつくる。」を掲げ、ビジョンである「バイクライフの

生涯パートナー」の実現を目指しております。

そのうえで、UX（顧客体験）グロースモデルの確立に向けて邁進し、①店舗開発

によるお客様接点の増加、②CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメン

ト）システムの構築によるデータに立脚したマーケティング活動、③サービス拡

充・整備事業のネットワーク化を図ってまいりました。

また、当連結会計年度においては、主力事業であるバイク事業をあらためて成長

軌道に乗せるための活動および利益体質への改善に専念いたしました。具体的には、

課題としている広告効率の改善や、査定成約率の向上による仕入台数の増加に加え、

買取主体の事業モデルから小売主体の事業モデルへの転換を図り、広告に依存しな

い店頭仕入（持込・下取）やオークション仕入を強化いたしました。また、全社的

な収益構造の改善を実現させるため、間接部門を対象とする組織再編に加え、広告

宣伝費の削減ならびに支出基準の厳格化による経費の圧縮を実施いたしました。

これにより、リテールは好転し、さらに全社一丸となって経営体質・事業構造の

抜本的改革に取り組んだことで収益構造は大幅に改善いたしました。

（バイク事業）

仕入面においては、第２四半期連結会計期間以降、収益力の改善のために広告宣

伝費を大幅に抑制したため、広告効率は順調に改善いたしました。また、広告抑制

による仕入台数の減少を補うとともに、リテール販売用在庫を確保するため、店頭

仕入（持込・下取）ならびにオークション仕入の強化に取り組んだことが奏功し、

このチャネルからの仕入台数は増加いたしました。

販売面において、ホールセールでは、仕入台数の減少およびリテール販売用在庫

確保により販売台数が前期比で大幅に減少いたしました。一方、車輌売上単価（一

台当たりの売上高）は、販売価格水準を維持する販売に努めるとともに、オークシ

ョン相場が好調に推移したことにより前期比でやや上回りました。

リテールでは、既存店、新店ともに順調に推移し販売台数は前期比で大幅に増加

いたしました。また、車輌売上単価（一台当たりの売上高）は、高品質の在庫確保

に注力したものの前期比でやや下回りました。

これらの結果、平均粗利額（一台当たりの粗利額）は継続的な仕入価格の適正化

ならびにオークション相場の好調、付帯収益の伸張により前期比で上回りましたが、

広告抑制による仕入台数の減少とリテール販売用在庫の確保により販売台数が前期
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比で大幅に減少したため、売上高は減収、売上総利益は前期並みとなりました。

（その他）

当社の完全子会社である株式会社ライフ＆カンパニー、株式会社バイク王ダイレ

クトが行う各事業を親会社に取り込み直接行うことでオペレーションの合理化や経

営資源の最適化によるシナジー効果の創出およびコスト削減を図るとともに、強固

かつ効率的な経営管理体制を構築することを目的に、吸収合併することを2023年10

月に決議し12月に吸収合併が完了いたしました。また、第２四半期連結会計期間よ

り、当社の子会社である株式会社東洋モーターインターナショナルを連結の範囲に

含め、従来の単体決算から連結決算に移行いたしました。

以上の結果、売上高33,965,971千円、営業利益286,470千円、経常利益584,231千

円、親会社株主に帰属する当期純利益187,339千円となりました。第１四半期累計期

間までは厳しい状況ではありましたが、第２四半期連結会計期間以降の収益構造の

改善のための施策が奏功し通期での黒字化を達成いたしました。

なお、当社グループはバイク事業を主要な事業としており、他のセグメントは重

要性が乏しいため、セグメント毎の経営成績に関する記載は省略しております。

(２) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資等の総額は502,781千円であり、その

主な内訳は以下のとおりであります。

車両運搬具 322,294千円

基幹システム改修 50,269千円

新店舗の移転工事 49,011千円

予算管理システム 30,074千円

ウェブサイト改修 14,351千円

認証整備工具及び整備器具備品 13,725千円

既存店舗への設備投資関連費用 11,635千円

(３) 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

― 13 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



(４) 財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分
第24期

(2021年11月期)
第25期

(2022年11月期)
第26期

(2023年11月期)

第27期
(当連結会計年度)
(2024年11月期)

売 上 高
(千円)

- - - 33,965,971

営 業 利 益
(千円)

- - - 286,470

経 常 利 益
(千円)

- - - 584,231

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円)
- - - 187,339

１株当たり当期純利益
(円)

- - - 13.41

総 資 産
(千円)

- - - 12,457,854

純 資 産
(千円)

- - - 6,491,225

１株当たり純資産額
(円)

- - - 464.79

(注) １．当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、第26期（2023年11月期）以前
については記載しておりません。

２．記載金額は千円未満を切捨て、「１株当たり当期純利益」および「１株当たり純資産
額」は小数点以下第２位未満をそれぞれ四捨五入して表示しております。

３．「１株当たり当期純利益」は期中平均発行済株式総数に基づき、「１株当たり純資産額」
は期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、発行済株式総数につきまして
は、自己株式を控除した株式数によっております。また、役員向け株式給付信託および
従業員向け株式給付信託に残存する自社の株式は控除する自己株式に含めております。
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② 当社の財産および損益の状況の推移

区 分
第24期

(2021年11月期)
第25期

(2022年11月期)
第26期

(2023年11月期)

第27期
(当事業年度)
(2024年11月期)

売 上 高
(千円)

26,570,000 33,480,946 33,068,034 33,421,532

営 業 利 益 又 は
営 業 損 失 （ △ ）

(千円)
1,558,930 1,653,702 △166,081 265,876

経 常 利 益
(千円)

1,770,170 2,259,315 150,387 537,342

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△）

(千円)
1,226,182 1,550,042 △110,760 157,805

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円)
87.80 110.99 △7.93 11.30

総 資 産
(千円)

9,248,976 12,017,339 12,054,809 11,955,738

純 資 産
(千円)

5,660,425 6,925,516 6,394,172 6,254,383

１株当たり純資産額
(円)

405.31 495.90 457.84 447.83

(注) １．記載金額は千円未満を切捨て、「１株当たり当期純利益又は当期純損失」および「１株
当たり純資産額」は小数点以下第２位未満をそれぞれ四捨五入して表示しております。

２．「１株当たり当期純利益又は当期純損失」は期中平均発行済株式総数に基づき、「１株
当たり純資産額」は期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、発行済株式
総数につきましては、自己株式を控除した株式数によっております。また、役員向け株
式給付信託および従業員向け株式給付信託に残存する自社の株式は控除する自己株式に
含めております。

３．第25期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等
を適用しており、第25期以降の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適
用した後の数値を記載しています。

(５) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社東洋モーターインターナショナル ３百万円 100％ バイク輸入・販売
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(６) 対処すべき課題

当社グループは、以下の経営方針を掲げております。

経営方針

当社グループは新たにコーポレートミッション「まだ世界にない、感動をつく

る。」を掲げ、バイクライフのあらゆるサービスと、バイクにつながる周辺事業を

展開し、バイクライフを超えたライフデザイン企業を目指してまいります。

また、バイク事業のビジョンとして、「バイクライフの生涯パートナー」を掲げ

ております。「バイクライフの生涯パートナー」とは、従来のバイク買取専門店と

しての「バイク王」から、バイクに係る全てのサービスを総合的に提供する「バ

イクのことならバイク王」と言われるブランドへ進化することを目指すものです。

そして、一人ひとりのお客様満足度のさらなる充実とともに長期にわたって多く

のお客様に支持していただける企業となること、さらに、お客様とともにより豊

かなバイクライフを創り上げていく企業となることを実現したいと考えておりま

す。

上記の実現に向けて確実に経営戦略を遂行していくため、次に定める経営理念

に基づき、持続的な成長と社会的な存在意義の創出および中長期的な企業価値の

向上を図ってまいります。

＜経営理念＞

常に成長を求める事 共に成長を喜べる事

お客様の笑顔を追求する事

社会の発展に寄与する事 未来への文化を創造する事

そして常に夢を持ち続け愛される企業を実現します

以上を踏まえ、次の課題について対処してまいります。

① 人財基盤の強化

当社グループは、国籍、性別、性的指向、年齢等をはじめとした様々な人財

の多様性を尊重し、社員一人ひとりの能力が最大限発揮する環境を構築してま

いります。その上で、バイク事業における整備職人財の確保、人財育成および

活性化、採用力の強化、人財配置の最適化を図り、企業価値向上に資する人財

基盤の強化に努めてまいります。
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② 財務基盤、経営管理の強化

当社グループは、経営の健全性を保つと共に、キャッシュ・フローの最適化、

投資管理体制の強化を図るなど資本コスト経営を実践し、より強固な財務基盤

を構築してまいります。また、予実管理体制の強化、資源配分の最適化を図り、

経営管理体制を強化してまいります。

③ 収益力の強化

当社グループは、お客様一人ひとりのライフサイクルに合わせた最適なサー

ビス・商品を提供するため、CRM（カスタマー・リレーションシップ・マネジメ

ント）の強化、ニーズに基づくサービス・チャネルの開発を進めてまいります。

また、より多くのお客様に当社グループのサービスを選択頂けるよう、ブラン

ディングやエリアマーケティングの強化、店舗の開発と付加価値の高いサービ

スの拡充、接客力の向上に努めてまいります。そして、更なるサービスの成

長・改善に向けて、広告および在庫効率の最適化、広告に依存しない仕入の強

化を通じて、収益力の向上を目指します。

④ 労働生産性の向上

当社グループは、リテールオペレーションの強化による販売効率の向上、自

動化技術を含むDXの推進などによる非労働集約型オペレーションの構築を図る

と共に、各種外部リソースの活用により、労働生産性の向上を図ってまいりま

す。
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(７) 主要な事業内容(2024年11月30日現在)

事 業 名 事 業 内 容

バ イ ク 事 業 バイク買取・小売販売

(８) 主要な事業所(2024年11月30日現在)

① 当社

名 称 所 在 地

本 社 東京都世田谷区

コ ン タ ク ト セ ン タ ー 埼玉県さいたま市大宮区

第 二 コ ン タ ク ト セ ン タ ー 秋田県秋田市

第 三 コ ン タ ク ト セ ン タ ー 山口県山口市

横 浜 物 流 セ ン タ ー 神奈川県横浜市鶴見区

寝 屋 川 物 流 セ ン タ ー 大阪府寝屋川市

神 戸 物 流 セ ン タ ー 兵庫県神戸市中央区

店舗

北 海 道 ・ 東 北 エ リ ア 宮城県仙台市泉区等７店舗

関 東 エ リ ア 埼玉県上尾市等38店舗

甲 信 ・ 北 陸 エ リ ア 長野県長野市等４店舗

東 海 エ リ ア 愛知県名古屋市港区等９店舗

近 畿 エ リ ア 兵庫県伊丹市等13店舗

中 国 ・ 四 国 エ リ ア 岡山県岡山市北区等５店舗

九 州 ・ 沖 縄 エ リ ア 福岡県糟屋郡等11店舗

② 子会社

名 称 所 在 地

株式会社東洋モーターインターナショナル 愛知県一宮市
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(９) 使用人の状況(2024年11月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数
前連結会計年度末

比増減

1,005名 -

(注) １．当連結会計年度より連結計算書類を作成しておりますので、前連結会計年度末比増減
は記載しておりません。

２．正規使用人のみで派遣社員・パートタイマーは含んでおりません。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数
前事業年度末

比増減
平均年齢 平均勤続年数

1,001名 34名減 35.4歳 8.6年

(注) 正規使用人のみで派遣社員・パートタイマーは含んでおりません。

(10) 主要な借入先の状況(2024年11月30日現在)

借 入 先 借入金残高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 917,605千円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 500,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200,000千円

株 式 会 社 十 六 銀 行 180,783千円

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項

(１) 発行可能株式総数 普通株式 60,000,000株

(２) 発行済株式の総数 普通株式 15,315,600株

（自己株式 796,029株を含む）

(３) 株主数 8,240名

(４) 大株主(上位10名)

株 主 名 持 株 数 持株比率

石 川 秋 彦 3,922,900株 27.0％

加 藤 義 博 3,059,000株 21.1％

有 限 会 社 ケ イ 900,000株 6.2％

株 式 会 社 ユ ー ・ エ ス ・ エ ス 773,300株 5.3％

株 式 会 社 日本カストディ銀行（信託口） 665,170株 4.6％

石 川 ゆ か り 428,900株 3.0％

加 藤 信 子 294,000株 2.0％

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 株 式 会 社 221,700株 1.5％

株 式 会 社 Ｇ‐７ホールディングス 218,500株 1.5％

バ イ ク 王 ＆ カ ン パ ニ ー 従 業 員 持 株 会 214,400株 1.5％

(注) １．当社は、自己株式を796,029株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、役員向け株式給付信託および従業員向け株式給付信託に係る信託財産として、株式会社
日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式553,570株（うち役員向け株式給付信託
103,570株、従業員向け株式給付信託450,000株）は、上記自己株式には含めておりません。

２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
３．持株比率は、小数点以下第１位未満を四捨五入して表示しております。

(５) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

(６) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(１) 取締役の状況(2024年11月30日現在)

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長執行役員 石 川 秋 彦 内部監査室管掌

取 締 役 会 長 加 藤 義 博

取締役常務執行役員 大 谷 真 樹 業革戦略担当

取締役常務執行役員 澤 篤 史
事業推進本部管掌
㈱オズ・プロジェクト 代表取締役
㈱ヤマト 取締役

取 締 役 執 行 役 員 小 宮 謙 一 コーポレート部門管掌

取 締 役
（常勤監査等委員）

上 沢 徹 二

取 締 役
（監 査 等 委 員）

三 上 純 昭 ㈱日本ビジネスマッチング 代表取締役

取 締 役
（監 査 等 委 員）

森 順 子 森合同法律事務所 代表弁護士

(注) １．当事業年度末日後の2024年12月１日付で、代表取締役の異動およびチーフオフィサー制の導
入により、取締役の地位および担当が次のとおり変更となりました。

氏 名 異動後 異動前

澤 篤 史 代表取締役CEO
取締役常務執行役員
事業推進本部管掌

加 藤 義 博 取締役CVO founder 取締役会長

小 宮 謙 一 取締役COO
取締役執行役員
コーポレート部門管掌

大 谷 真 樹 取締役CFO
取締役常務執行役員
業革戦略担当

石 川 秋 彦 取締役 founder
代表取締役社長執行役員
内部監査室管掌

２．取締役常務執行役員澤篤史氏は、2024年11月30日をもって、株式会社オズ・プロジェクトの
代表取締役および株式会社ヤマトの取締役を辞任いたしました。

３．取締役三上純昭氏および森順子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査等委員会の監査の実効性を高め、情報収集その他内部統制部門等との連携強化を目的
に、上沢徹二氏を常勤の監査等委員として選定しております。

５．常勤監査等委員である取締役上沢徹二氏は、金融機関および事業会社における長年に亘る豊
富な経験と幅広い知識を有しており、また、役員として企業経営に携わっていた経験により、
財務・会計およびガバナンスに関する経験ならびに相当程度の知見を有しております。
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【ご参考】独立社外取締役の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社の社外取締役の独立性判断基準

を定めております。
詳細は、「バイク王＆カンパニー・コーポレートガバナンス基本方針」をご参照ください。

「バイク王＆カンパニー・コーポレートガバナンス基本方針」
https://www.8190.co.jp/ir/strategy/governance/basic.html

(２) 責任限定契約の内容の概要

当社と監査等委員である取締役は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する額と

しております。

(３) 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社

との間で締結し、被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為

を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠

償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、

贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象

外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を

講じております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社および当社の子会社の取締役

（監査等委員を除く）、監査等委員である取締役、監査役および執行役員であり、

その保険料を全額当社が負担しております。

(４) 当事業年度に係る取締役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2024年２月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の

内容に係る決定方針を決議しております。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を

有する者は取締役会であります。また、公正かつ透明性の高い取締役の評価を行

うため、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問委員会で取締役の報酬につい

て協議し、その結果を代表取締役および取締役会へ答申しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個

人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容

が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、諮問委員会からの答申

が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し

ております。

取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下のとおりです。

なお、下記のとおり、一部については2024年11月26日開催の取締役会において

変更する決議をしております。
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（注）下線部は、変更部分を示します。

１．基本方針

・経営理念および「バイクライフの生涯パートナー」の実現に向けた優秀な経営

陣の確保に資するものであること

・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること

・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めることを主眼としたもの

であること

・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること

※ 2024年11月26日開催の取締役会において、以下のとおり変更する決議をい

たしました。

１．基本方針

・当社の理念、ビジョンおよびミッションの体現・実現に向けた優秀な経営陣

の確保に資するものであり、かつステークホルダーとの利益意識の共有や株主

重視の経営意識を高めるものとし、透明性・客観性が高い報酬決定ルールを整

備する。

・ステークホルダーとの利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるため、

不断の挑戦に基づく目標および計画達成と報酬に連動性を持たせ、中長期的な

業績の向上と社会に必要とされる企業価値の増大への実現意識を高めるものと

する。

具体的には、取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等

としての株式報酬により構成しております。ただし、監査等委員である取締役に

ついては、その職務に鑑み、業績連動報酬等を支払わないものとしております。

２．固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定については、株主総会に

おいて決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性および

業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取締役会

にて協議して決定いたします。具体的には、職責、在任期間、個人実績および役

位に応じて定めております。

※ 2024年11月26日開催の取締役会において、以下のとおり変更する決議をい

たしました。

２．固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定については、株主総会

において決議された総額のうち、経営にかかわる技能・知識・経験等の適性お

よび業績に対する貢献度等を総合的に鑑み、妥当であると考えられる金額を取

締役会にて協議して決定いたします。具体的には、取締役およびチーフオフィ

サー制による役割に応じて定めております。

監査等委員である取締役の報酬決定については、株主総会において決議された
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総額内にて、監査等委員会において協議し、決定いたします。

３．業績連動報酬等の内容および額の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬は、経常利益を判定

基準として、その達成状況に応じて株主総会で決議された限度額から固定報酬を

控除した金額の範囲内で決定することとしております。判定金額を経常利益とし

て選択した理由は、当社の成長性と収益性の重要な経営上の指標として、経常利

益を具体的な指標としているためです。

※ 2024年11月26日開催の取締役会において、以下のとおり変更する決議をい

たしました。

３．業績連動報酬等の内容および額の決定に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬は、連結売上高お

よび連結当期純利益を判定基準として、その達成状況に応じて株主総会で決議

された限度額から固定報酬を控除した金額の範囲内で決定することとしており

ます。判定金額を連結売上高および連結当期純利益として選択した理由は、当

社グループの成長性および収益性の重要な経営上の指標としているためです。

なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、経常利益900百万

円以上で段階的に変動報酬を設定しており、実績は537百万円であります。

４．株式報酬等（非金銭報酬等）の内容および額の決定に関する方針

非金銭報酬は、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行う株式

報酬制度による株式給付信託とし、固定報酬および業績連動報酬とは別枠で、取

締役（監査等委員である取締役を除く。）については、取締役（監査等委員である

取締役を除く。）の報酬と当社の業績および株式価値との連動性を明確にし、取締

役（監査等委員である取締役を除く。）が株価上昇によるメリットを享受するのみ

ならず、価格下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な企業価

値の増大への貢献意欲を高めることを目的に、監査等委員である取締役について

は、監査等委員である取締役が、株主の皆様との価値共有により、監査を通じた

中長期的な企業価値の増大に貢献することを目的に、当社が定める株式給付規程

に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しては、役位および業

績達成度等に応じて算出されたポイントを、監査等委員である取締役に対しては、

役位に応じて算出されたポイントを毎年付与し、2022年11月末日で終了する事業

年度から2024年11月末日で終了する事業年度までの３事業年度（以下、「当初対象

期間」といいます。）および当初対象期間の経過後に開始する３事業年度それぞれ

の最終事業年度の業績評価確定後に付与ポイント数に相当する当社株式（ただし、

その一部は当社株式の時価相当額の金銭の給付とします。）を交付します。

② 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2017年２月

24日開催の第19回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議いただいてお
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り、決議当時の対象取締役は４名となります。また、別枠で2022年２月25日開催

の第24回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役および社外取

締役を除く。）に対する株式報酬制度として、対象期間３事業年度ごとに、拠出額

189百万円以内、付与するポイントを94,560ポイント以内（１ポイントにつき１

株）と決議いただいており、決議当時の対象取締役は５名であります。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年２月24日開催の第19回定時株

主総会において年額30,000千円以内と決議いただいており、決議当時の対象取締

役は３名となります。また、別枠で2022年２月25日開催の第24回定時株主総会に

おいて、監査等委員である取締役に対する株式報酬制度として、対象期間３事業

年度ごとに、拠出額18百万円以内、付与するポイントを8,550ポイント以内（１ポ

イントにつき１株）と決議いただいており、決議当時の対象取締役は３名であり

ます。

③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の

員数

役員区分 報酬等の総額

報酬等の種類別の総額
対象とな
る役員の
員数固定報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役
(監査等委員を除く)

129,564千円 129,564千円 - - 5名

取締役
(監査等委員)

(うち社外取締役)

27,939千円
(10,616千円)

25,200千円
(9,600千円)

-
2,739千円

(1,016千円)
3名

(2名)

合 計
(うち社外取締役)

157,503千円
(10,616千円)

154,764千円
(9,600千円)

-
2,739千円

(1,016千円)
8名

(2名)

(注) 上記の非金銭報酬等の額は、信託制度を利用した株式報酬制度（株式給付信託）の当事業
年度に係る株式給付引当金の繰入額を記載しております。
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(５）社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役（監査等委員）三上純昭氏は、㈱日本ビジネスマッチングの代表

取締役であります。なお、当社と㈱日本ビジネスマッチングとの間には特別

の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）森順子氏は、森合同法律事務所の代表弁護士であ

ります。なお、当社と森合同法律事務所との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

地 位 氏 名
主な活動状況および社外役員が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
(監査等委員)

三上純昭

当事業年度開催の取締役会21回中21回に出席
し、報告事項や決議事項について、役員として企
業経営に携わっている経験に基づき、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

当事業年度開催の監査等委員会15回中15回に出
席し、内部統制等について適宜、必要な発言を行
っております。

社外取締役
(監査等委員)

森 順子

当事業年度開催の取締役会21回中21回に出席
し、主に弁護士としての専門的見地から意見を述
べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための助言・提言を行っております。

当事業年度開催の監査等委員会15回中15回に出
席し、内部統制等について適宜、必要な発言を行
っております。
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５．会計監査人の状況

(１) 名称 赤坂有限責任監査法人

(２) 報酬等の額

報酬等の額

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円

・当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべ
き金銭その他の財産上の利益の合計額

30,000千円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約におきまして、「会社法」に基づく監査と「金融商品取
引法」に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出
根拠等が適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額
について同意の判断をいたしました。

(３) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(４) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等、

会計監査人の解任または不再任が妥当であると監査等委員会が判断した場合には、

会計監査人の解任または不再任について、株主総会に議案として提出いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解任事由に該当する

と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人を解任いたします。

(５) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守、資産の保全

の４つの目的を達成するために、「内部統制システムの基本方針」を定め、内部統制

システムの整備・運用を推進し、リスクマネジメントを行っております。

また、代表取締役を最高責任者としたリスク管理委員会を設置し、内部統制シス

テムの整備・運用を推進しております。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

①取締役および執行役員は、当社および子会社（以下「当社グループ」という。）が

共有すべきルールや考え方を表したバイク王＆カンパニーグループ企業行動憲章、

行動指針およびコンプライアンス規程を制定し、当社グループの取締役、執行役

員および従業員は法令・定款および当社グループの規程・規則等ならびに社会規

範を遵守して事業活動を行う。またリスク管理委員会およびコンプライアンス担

当部門により、当社グループのコンプライアンスを推進する。

②取締役は、取締役会の決定に基づき、各取締役の業務分担に応じた業務を執行し、

その状況を取締役会に報告する。

③取締役会および代表取締役の諮問機関として、諮問委員会を設置し、取締役等の

選解任および報酬体系ならびにコーポレートガバナンスについて諮問することで、

意思決定プロセスの公正性、客観性、透明性を高める。

④会社情報開示については、リスク管理委員会において、情報開示の基本方針、開

示手順等を定め、情報の適正性・適時性および公正性を確保する。

⑤内部監査部門として内部監査室を設け、業務監査、個人情報監査、内部統制の整

備・運用状況の有効性評価等を実施し、ガバナンスの強化に向けた取り組みを支

援する。

⑥当社グループの事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を遵守する基盤

を整備するとともに、随時、教育や啓発を行う。

⑦コンプライアンスに関する相談窓口として、内部通報制度を設ける。内部通報制

度の情報受領者は、社内のコンプライアンスホットライン部会、第三者機関であ

る弁護士および通報制度受付窓口の専門会社とし、従業員等からの通報により組

織的または個人に関わる法令に違反するおそれのある事由等の未然防止に取り組

む。なお、通報窓口に相談したことを理由として、通報者に対して不利益となる

取り扱いは行わない。

⑧監査等委員会は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監

査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良

質な企業統治体制を確立する。
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（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制整備

取締役および執行役員の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基

づき保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存、管理することと

し、定められた保存期限内は閲覧可能な状態を維持することとする。

（３）損失の危険の管理に関する規定その他の体制

①損失の危険の管理については、リスク管理規程を定め、リスク管理委員会がグル

ープ横断的に事業リスク、戦略リスク、オペレーショナルリスク等のリスクマネ

ジメントを行い、発生の未然防止・低減に努める。また取締役または各部署の業

務責任者が業務上のリスクマネジメントを行い、発生の未然防止・低減に努める。

②重大なリスクが発生した場合は、緊急対策本部を設置し損害の拡大防止、被害の

最小化を図る。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締

役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、

取締役会規程および取締役会付議事項を定め、取締役会が決定すべき事項を明確

にする。

②当社グループの経営方針および経営戦略に関わる重要事項については事前に当社

取締役および執行役員によって構成される業務執行会議において審議し、その審

議を経て取締役会に上程する。

③取締役会は、中期経営計画および年度経営計画を策定する。当該計画に沿って業

務を遂行し、定期的に遂行状況をレビューする。

④取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、

それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定める。

(５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①子会社の経営の自主性を尊重しつつ、グループ経営の適正化および効率化に資す

るため、バイク王＆カンパニーグループ企業行動憲章、行動指針およびコンプラ

イアンス規程および内部通報制度を遵守し、当社グループの業務の適正を確保す

る体制を整備する。

②当社内に主管部門を定め、子会社の経営のモニタリングを行いガバナンスの強化

を図るとともに、子会社管理規程を制定し当社に報告すべき事項を定め、子会社

の事業運営に関する重要事項について報告を受け、協議を行う体制を整備する。

③内部監査室は子会社について経営方針、諸規程、業務マニュアル等に準拠した業

務が行われているかを監査する。

④取締役は当社グループにおいて法令違反その他コンプライアンスに関する重要な

事実を発見した場合は、監査等委員会に報告する。また、監査等委員である取締
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役は当社の監査等委員でない取締役に対し意見を述べるとともに、改善策を求め

ることができる。

（６）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の監査等委

員でない取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会が職務を補助すべき使用人を求めた場合は、監査等委員会の職務

を補助すべき使用人として、当社の使用人から専属の監査等委員会補助者を任命

することとする。監査等委員会補助者の評価は監査等委員会が行い、任命、解任、

人事異動、賃金等の改定については監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決

定することとし、取締役からの独立性を確保する。

（７）監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制そ

の他の監査等委員会への報告に関する体制および監査等委員会の監査が実効的に

行われることを確保するための体制

①当社グループの取締役、執行役員および使用人は、法定の事項に加え、当社およ

びグループ各社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、

不正行為や重要な法令違反ならびに定款違反行為、内部者通報制度による通報状

況等、その他重要な事項等を速やかに監査等委員会に報告することとする。また、

当社は当該報告をした者に対し不利な取り扱いを行わないこととする。

②監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、監査

等委員会は、あらかじめ定められた監査等委員を通じて、主要な稟議書、その他

業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて監査等委員でない取締役、

執行役員または使用人にその説明を求めることができる。

③監査等委員である取締役は、あらかじめ定められた監査等委員を通じて、内部監

査室および会計監査人と情報交換に努め、連携して当社およびグループ各社の監

査の実効性を確保する。また、監査等委員会は、内部監査室に対して指示を行う。

④当社は、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払い

または償還等の請求をしたときは、当該請求にかかる費用が監査等委員である取

締役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに対応する。

⑤監査等委員会は、月１回定時に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時

に開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行うとともに、会計監

査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行うこととする。

７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

内部統制システムの運用状況については、「内部統制システムの基本方針」に基づ

き、四半期毎に内部統制システムの運用上見出された問題点等の是正・改善状況な

らびに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を取締役会で確認する

ことにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。またコンプ

― 30 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



ライアンスについては、社員の入社時ならびに職位に応じた研修を適宜実施し、コ

ンプライアンス意識の浸透を図っております。

８．会社の支配に関する基本方針

当社は、会社の財産および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本

方針は、特に定めておりません。

９．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に応える経営を実現する

ため、各ステークホルダーの権利を尊重し、経営の公正性および透明性を確保する

とともに、説明責任を十分に果たしてまいります。また、持続的な成長と中長期的

な企業価値向上に資する迅速・果断な意思決定が遂行できるコーポレートガバナン

ス体制を構築いたします。

なお、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な枠組みや考え方をまとめ

「バイク王＆カンパニー・コーポレートガバナンス基本方針」として制定しておりま

す。

（１）取締役の指名に関する方針

取締役の指名については、取締役規程で定めた当社取締役としての資格要件、経

営に係る技能・知識に加え、人格等の適性を総合的に鑑み、各取締役が取締役候補

者を推薦し、取締役会にて協議して候補者を決定いたします。

なお、公正かつ透明性の高い取締役候補者の指名となるよう諮問委員会を設置し、

代表取締役の諮問を受けて取締役候補者の指名について協議いたします。

取締役の選任については、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問委員会にお

いて審議・答申し、客観性・透明性のあるプロセスを経ることとしております。

また、代表取締役および取締役の解任については、それぞれ適宜諮問委員会で解

任に関する協議を行い、取締役会へ答申することとしております。

（２）ガバナンスの充実を図る任意の仕組みの活用状況に関する事項

当社は、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会および代表取締役

の諮問機関として、任意の諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、３名以

上で構成し、その半数以上は社外取締役としております。

諮問委員会は、①取締役の選任および解任に関する事項、②取締役の報酬に関す

る事項、③その他取締役会および代表取締役より諮問された事項について協議し、

助言・提言を行っております。当事業年度においては、諮問委員会は９回開催して

おり、その協議事項は、上記①および②に加え、③として取締役会の実効性評価に

ついて協議し、その結果を取締役会および代表取締役へ答申しております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注)本事業報告に記載しております数値は、金額については表示単位未満の端数を切り捨て、その他

は四捨五入により表示しております。
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連結貸借対照表
(2024年11月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 8,742,772 流 動 負 債 4,708,228

現 金 及 び 預 金 2,071,250 買 掛 金 378,649
売 掛 金 327,027 短 期 借 入 金 1,200,000
商 品 5,930,352 １年内返済予定の長期借入金 266,081
貯 蔵 品 12,724 リ ー ス 債 務 84,429
そ の 他 408,163 未 払 金 533,911
貸 倒 引 当 金 △6,745 未 払 法 人 税 等 316,626

前 受 金 870,013
固 定 資 産 3,715,081 賞 与 引 当 金 172,647
有 形 固 定 資 産 1,578,489 株式給付信託引当金 370,452
建 物 及 び 構 築 物 971,979 商 品 保 証 引 当 金 3,676
機械装置及び運搬具 135,970 そ の 他 511,740
土 地 54,833
リ ー ス 資 産 339,931 固 定 負 債 1,258,400
そ の 他 75,774 長 期 借 入 金 332,307

リ ー ス 債 務 296,824
無 形 固 定 資 産 516,539 役員退職慰労引当金 33,333

の れ ん 44,300 資 産 除 去 債 務 543,531
そ の 他 472,239 そ の 他 52,403

投 資 そ の 他 の 資 産 1,620,052
負 債 合 計 5,966,629

投 資 有 価 証 券 580,481

長 期 貸 付 金 2,000 純 資 産 の 部

敷 金 及 び 保 証 金 603,847 株 主 資 本 6,491,012
繰 延 税 金 資 産 314,417 資 本 金 590,254
そ の 他 119,305 資 本 剰 余 金 1,100,229

利 益 剰 余 金 5,646,646
自 己 株 式 △846,118

その他の包括利益累計額 212
その他有価証券評価差額金 212

純 資 産 合 計 6,491,225

資 産 合 計 12,457,854 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,457,854

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 32 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



連結損益計算書

(2023年12月１日から
2024年11月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 33,965,971
売 上 原 価 21,341,600
売 上 総 利 益 12,624,371

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,337,900
営 業 利 益 286,470

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,207
ク レ ジ ッ ト 手 数 料 収 入 146,541
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 107,834
為 替 差 益 10,050
そ の 他 53,961 319,596

営 業 外 費 用
支 払 利 息 20,887
そ の 他 947 21,834

経 常 利 益 584,231
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 49 49
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 407
投 資 有 価 証 券 売 却 損 108
投 資 有 価 証 券 評 価 損 7,877
減 損 損 失 116,268 124,661

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 459,620
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 306,111
法 人 税 等 調 整 額 △33,830 272,280
当 期 純 利 益 187,339
親会社株主に帰属する当期純利益 187,339

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2023年12月１日から
2024年11月30日まで )

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 590,254 1,100,229 5,756,958 △846,103 6,601,339

当期変動額

剰余金の配当 △297,651 △297,651

親会社株主に帰属する
当期純利益

187,339 187,339

自己株式の取得 △15 △15

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 △110,311 △15 △110,327

当期末残高 590,254 1,100,229 5,646,646 △846,118 6,491,012

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 140 140 6,601,480

当期変動額

剰余金の配当 △297,651

親会社株主に帰属する
当期純利益

187,339

自己株式の取得 △15

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

72 72 72

当期変動額合計 72 72 △110,254

当期末残高 212 212 6,491,225

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(１) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 株式会社東洋モーターインターナショナル

株式会社東洋モーターインターナショナルは、重要性が増したことによ

り当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

② 非連結子会社の数及び非連結子会社の名称

非連結子会社の数 ４社

主な非連結子会社の名称 株式会社ヤマト

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の項目は、

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(２) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関連会社の状況

持分法適用会社の数 １社

持分法適用会社の名称 株式会社ジャパンバイクオークション

② 持分法を適用しない非連結子会社の数及び名称

非連結子会社の数 ４社

主な非連結子会社の名称 株式会社ヤマト

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

③ 持分法適用手続きに関する特記事項

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、直近の財務諸

表を使用しております。

(３) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(４) 会計方針に関する事項

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ．市場価格のない株式等以外のもの

― 35 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 35ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）によっております。

ロ．市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品および貯蔵品については、主として個別法による原価法(連結貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によってお

ります。

③ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建

物(建物附属設備は除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備および構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～31年

機械装置及び運搬具 ２～12年

その他 ３～20年

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。

④ 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結

会計年度負担額を計上しております。
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ハ．店舗閉鎖損失引当金

将来の閉鎖が見込まれる店舗等について、今後発生する閉鎖に伴う損

失に備えるため、合理的に見込まれる発生見込額を計上しております。

なお、当連結会計年度末においては店舗閉鎖損失引当金は計上してお

りません。

ニ．商品保証引当金

当社が販売した商品のアフターサービスに対する費用支出に備えるた

め、過去の実績に基づき発生見込額を計上しております。

ホ．株式給付信託引当金

株式給付規程に基づく役員並びに従業員への当社株式の給付に備える

ため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき発生見

込額を計上しております。

ヘ．役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上

しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準

収益は顧客との契約に係る取引価格で計上しており、収益の額に変動対

価は含まれておりません。変動対価等を含む収益の額に重要性はありませ

ん。

イ．ホールセール

主に法人ユーザーに対して車輌の販売を行っており、オークション規

定に基づいて顧客との契約が成立し、車輌を引き渡す履行義務を負って

おります。車輌の販売については、顧客が当該車輌に対する支配を獲得

したと認められる時点で履行義務が充足されると判断しており、具体的

には、顧客が車輌を落札した時点で収益を認識しております。

ロ．リテール（車輌）

主に一般ユーザーに対して車輌の販売を行っており、顧客との販売契

約に基づいて車輌を引き渡す履行義務を負っております。

車輌の販売については、顧客が当該車輌に対する支配を獲得したと認

められる時点で履行義務が充足されると判断しており、具体的には、顧

客に引き渡された時点で収益を認識しております。

なお、外部配送業者へ車輌の引き渡しを委託した場合は、収益認識会

計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益

を認識しております。
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⑥ のれんの償却方法及び償却期間

３年間の均等償却を行っております。

２．会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損損失

(１) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

店舗における 有形固定資産 776,803千円

減損損失 116,268千円

用 途 場 所 種 類
減 損 損 失

（千円）

事業用資産
バイク王店舗他

（16店舗）

建物及び構築物 115,377

その他 890

(２) 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき資産の用途により、

事業用資産については主に独立した会計単位である事業所単位で、資産のグル

ーピングを行っております。

事業用資産は、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナス

となっている、今後の改善が困難と見込まれる事業所等について、資産グルー

プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上し

ております。

なお、当該資産の回収可能価額は使用価値を零として測定しております。

② 当年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

店舗の出店形態(専門店、複合店)に関わらず全ての店舗を減損兆候判定の対

象としております。将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は各店

舗の事業計画の基礎となるバイクの仕入台数、販売台数、売上単価、仕入単価

等の市場に影響される指標、広告宣伝費、人件費等の予測を考慮した営業利益

であります。

③ 翌年度の連結計算書類に与える影響

将来キャッシュ・フローの算定にあたっては、決算時点で入手可能な情報等

に基づき合理的に判断しておりますが、経営環境の変化等により今後著しく収

益性が低下し、見積りが大きく相違した場合、翌年度の連結計算書類に影響を

及ぼす可能性があります。
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３．会計上の見積りの変更に関する注記

(資産除去債務の見積りの変更)

当連結会計年度において、店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務とし

て計上していた資産除去債務について、店舗の退去時に必要とされる原状回復費

用に関する新たな情報を入手したことに伴い、見積りの変更を行いました。これ

ら見積りの変更による増加額138,606千円を変更前の資産除去債務残高に加算して

おります。

４．追加情報

(役員向け株式給付信託)

当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除きま

す。）、執行役員および監査等委員である取締役（以下、あわせて「取締役等」

といいます。）を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭（以下、

「当社株式等」といいます。）の給付を行う株式報酬制度（以下、「本制度」とい

います。）を導入しております。

（1）取引の概要

本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定す

る信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、当社が定める株

式給付規程に基づいて、各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当

社株式等を、本信託を通じて、各取締役等に給付する株式報酬制度です。

（2）信託に残存する自社の株式

本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額（付随費用の金額を

除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の

帳簿価額及び株式数は、前事業年度末119,001千円、103,570株、当連結会計年

度末119,001千円、103,570株であります。

(従業員向け株式給付信託)

当社は、当社及び当社グループ会社（以下、「当社等」といいます。）の従業

員（以下、あわせて「当社等の従業員」といいます。）を対象としたインセンテ

ィブ・プランの一環として、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭（以

下、「当社株式等」といいます。）の給付を行う株式報酬制度（以下、「本制度」

といいます。）を導入しております。
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（1）取引の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」

といいます。）が当社株式を取得し、当社が定める株式給付規程に基づいて、一

定の受益者要件を満たした当社等の従業員に付与するポイントの数に相当する

数の当社株式等を、本信託を通じて、当社等の従業員に給付する株式報酬制度

です。

（2）信託に残存する自社の株式

本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額（付随費用の金額を

除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の

帳簿価額及び株式数は、前事業年度末517,050千円、450,000株、当連結会計年

度末517,050千円、450,000株であります。

５．連結貸借対照表に関する注記

(１) 有形固定資産の減価償却累計額 2,253,128千円

(２) 非連結子会社及び関連会社の株式の額

投資有価証券(株式) 579,896千円

(３) 当座貸越及びコミットメントライン契約

当社は不測の事態・リスクに備えた安定的な運転資金を確保するため、また、

当社事業のさらなる拡大のための成長資金および設備投資資金を機動的かつ安定

的に調達するため、取引銀行３行と当座貸越契約およびコミットメントライン契

約を締結しております。

当連結会計年度末における当該契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 5,800,000千円

借入実行残高 1,200,000千円

差引額 4,600,000千円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(１) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 15,315,600株

(２) 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 1,349,599株

なお、当連結会計年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が
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553,570株含まれております。

(３) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2024年

２月27日

定時株主

総 会

普通株式 利益剰余金 217,793 15.00
2023年

11月30日

2024年

２月28日

（注）2024年２月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け

株式給付信託および従業員向け株式給付信託が保有する自社の株式に対する

配当金が8,303千円含まれております。

② 中間配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2024年

７月４日

取締役会

普通株式 利益剰余金 79,857 5.50
2024年

５月31日

2024年

８月１日

（注）2024年７月４日取締役会決議による配当金の総額には、役員向け株式給付信

託および従業員向け株式給付信託が保有する自社の株式に対する配当金が

3,044千円含まれております。

(４) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2025年２月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事

項を次のとおり提案する予定であります。

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2025年

２月26日

定時株主

総 会

普通株式 利益剰余金 79,857 5.50
2024年

11月30日

2025年

２月27日

（注）2025年２月26日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け

― 41 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 41ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



株式給付信託および従業員向け株式給付信託が保有する自社の株式に対する

配当金が3,044千円含まれております。

７．金融商品に関する注記

(１) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、

資金調達については銀行借入により調達する方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、主にオークション売上および国内の取引先にかか

るものであり、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する上場企業又は、非上場企業の株式で

あり、市場価格又は、企業価値の変動リスクに晒されております。

長期貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されております。

敷金及び保証金は、本社や店舗の賃貸借契約にともなうものであり、差入先

の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金は、その全てが１年以内の支払期日でありま

す。

短期借入金は、主に営業取引にかかる資金調達であります。

長期借入金は、設備投資にかかる資金調達であります。

法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、その全てが２ヶ

月以内に納付期限が到来するものであります。

ファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資

金調達を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

(イ)信用リスクの管理

当社は、「与信管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を

行うとともに、主な取引先の信用状況を一定期間ごとに把握し、財務状況等

の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図る体制を構築しております。

(ロ)市場リスクの管理

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に

時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や発行体との関係を勘案して保有

状況を継続的に見直す体制としております。

(ハ)資金調達に係る流動性リスクの管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務担当部門が適時に資金繰計画を作

成・更新し担当取締役へ報告することで、流動性リスクを管理しております。
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④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することもあります。

(２) 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。

なお、市場価格のない株式等は、次表に含めておりません。（(注)１.を参照く

ださい。）また、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払

金」、「未払法人税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似すること

から、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額

（千円）

時 価

（千円）

差 額

（千円）

(1) 投資有価証券 585 585 ―

(2) 長期貸付金 2,000 1,952 △47

(3) 敷金及び保証金 603,847 574,610 △29,236

資産計 606,432 577,148 △29,284

(1) 長期借入金 598,388 585,216 △13,171

(2) リース債務 381,254 375,274 △5,979

負債計 979,642 960,491 △19,151

(注)１．市場価格のない株式等

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

投資有価証券（非上場株式） 579,896

２．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金及び預金 2,071,250 ― ― ―

売掛金 327,027 ― ― ―

長期貸付金 ― 2,000 ― ―

敷金及び保証金 122,498 87,908 356,524 36,916

合 計 2,520,776 89,908 356,524 36,916
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３．長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額

１年以内

（千円）

１ 年 超

２年以内

（千円）

２ 年 超

３年以内

（千円）

３ 年 超

４年以内

（千円）

４ 年 超

５年以内

（千円）

５ 年 超

（千円）

長期借入金 266,081 137,999 62,020 41,953 29,154 61,181

リース債務 84,429 80,625 78,914 62,193 42,022 33,068

合 計 350,510 218,624 140,934 104,146 71,176 94,249

(３) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

投資有価証券 585 ― ― 585

資産計 585 ― ― 585
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②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

長期貸付金 ― 1,952 ― 1,952

敷金及び保証金 ― 574,610 ― 574,610

資産計 ― 576,563 ― 576,563

長期借入金 ― 585,216 ― 585,216

リース債務 ― 375,274 ― 375,274

負債計 ― 960,491 ― 960,491

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取

引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期貸付金

長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フロ

ーと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引

現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・

フローと国債の利回り等適切な指標に基づく利率を用いて割引現在価値法によ

り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金およびリース債務

これらの時価は、元利金の合計額を同様の契約において想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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８．収益認識に関する注記

(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

当連結会計年度

ホールセール（車輌） 17,120,578

リテール（車輌） 12,673,993

その他 4,025,202

顧客との契約から生じる収益 33,819,774

その他の収益（レンタルバイク売上） 146,197

外部顧客への売上高 33,965,971

（注）１．バイク事業以外の重要なセグメントがないため、セグメント情報の記載を

省略しております。

２．「その他」の区分には、重要性の乏しいバイク事業以外の事業セグメントの

収益を含んでおります。

３．「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づくレンタルバイク

売上であります。

(２) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（４）

会計方針に関する事項⑤重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり

ます。

― 46 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 46ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



(３) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解する為の情報

①契約負債の残高等

(単位：千円)

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高）

売掛金 177,450

177,450

顧客との契約から生じた債権（期末残高）

売掛金 327,027

327,027

契約負債（期首残高）

前受金 588,760

588,760

契約負債（期末残高）

前受金 870,013

870,013

契約負債は、主にリテールにおいて顧客から受け取った前受金に関するもの

であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含ま

れていた額は、534,206千円であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引はないため、残存

履行義務に係る開示を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価

の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 464円79銭

１株当たり当期純利益 13円41銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式給付信託およ

び従業員向け株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産の算
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定および１株当たり当期純利益の算定において、期末発行済株式総数および

期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。

期末の当該自己株式の数 553,570株

期中平均の当該自己株式の数 553,570株

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11．その他の注記

(企業結合等関係)

当社は、2023年10月４日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株

式会社バイク王ダイレクト、株式会社ライフ＆カンパニーを吸収合併することを

決議し、2023年12月１日付にて吸収合併（以下「本合併」）いたしました。

本合併は、当社においては会社法第796条第２項の規定に基づく簡易吸収合併で

あり、当事会社２社においては会社法第784条第１項に基づく略式合併であるた

め、それぞれ株主総会の承認を得ずに行っております。

(１) 企業結合の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

イ．結合当事企業の名称 株式会社バイク王ダイレクト

事業の内容 バイクパーツ・用品・モビリティ車両の販

売やフランチャイズによるバイクパーツ・

用品の買取および販売

ロ．結合当事企業の名称 株式会社ライフ＆カンパニー

事業の内容 フランチャイズによる四輪の買取および販

売やブランド品の買取および販売

② 企業結合日 2023年12月１日

③ 企業結合の法定形式

当社を存続会社とし、株式会社バイク王ダイレクト、株式会社ライフ＆

カンパニーを消滅会社とする吸収合併です。

④ 結合後企業の名称

株式会社バイク王＆カンパニー

― 48 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



⑤ 取引の目的を含む取引の概要

当事会社２社が行う各事業を親会社に取り込み直接行うことでオペレー

ションの合理化や経営資源の最適化によるシナジー効果の創出およびコスト

削減を図るとともに、強固かつ効率的な経営管理体制を構築することを目的

に、本合併を行っております。

(２) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）に基づき、共通支配下の取引と

して会計処理を実施しております。
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貸借対照表
(2024年11月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 8,196,998 流 動 負 債 4,622,222

現 金 及 び 預 金 1,966,792 買 掛 金 378,671
売 掛 金 288,264 短 期 借 入 金 1,200,000
商 品 5,663,461 １年内返済予定の長期借入金 231,233
貯 蔵 品 12,724 リ ー ス 債 務 84,429
前 渡 金 16,449 未 払 金 524,399
前 払 費 用 147,008 未 払 費 用 312,573
未 収 入 金 18,177 未 払 法 人 税 等 304,300
そ の 他 90,866 未 払 消 費 税 84,389
貸 倒 引 当 金 △6,745 前 受 金 870,013

預 り 金 78,829
固 定 資 産 3,758,740 前 受 収 益 6,034
有 形 固 定 資 産 1,438,979 賞 与 引 当 金 171,967
建 物 862,956 株式給付信託引当金 370,452
構 築 物 38,010 商 品 保 証 引 当 金 3,676
車 両 運 搬 具 122,413 そ の 他 1,251
工具、器具及び備品 75,667
リ ー ス 資 産 339,931 固 定 負 債 1,079,132

長 期 借 入 金 186,372
無 形 固 定 資 産 467,329 リ ー ス 債 務 296,824
商 標 権 407 資 産 除 去 債 務 543,531
ソ フ ト ウ エ ア 446,962 そ の 他 52,403
電 話 加 入 権 7,631
ソフトウエア仮勘定 12,328

負 債 合 計 5,701,355
投 資 そ の 他 の 資 産 1,852,430

投 資 有 価 証 券 585 純 資 産 の 部
関 係 会 社 株 式 830,766 株 主 資 本 6,254,170
出 資 金 290 資 本 金 590,254
長 期 貸 付 金 2,000 資 本 剰 余 金 1,100,229
従業員に対する長期貸付金 9,013 資 本 準 備 金 609,877
長 期 前 払 費 用 37,120 その他資本剰余金 490,351
敷 金 及 び 保 証 金 603,837 利 益 剰 余 金 5,409,805
繰 延 税 金 資 産 303,936 利 益 準 備 金 13,250
そ の 他 64,882 その他利益剰余金 5,396,555

別 途 積 立 金 1,230,000
繰越利益剰余金 4,166,555

自 己 株 式 △846,118
評価・換算差額等 212

その他有価証券評価差額金 212

純 資 産 合 計 6,254,383

資 産 合 計 11,955,738 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,955,738

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2023年12月１日から
2024年11月30日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 33,421,532

売 上 原 価

商 品 期 首 棚 卸 高 5,321,402

当 期 商 品 仕 入 高 19,653,456

商 品 保 証 引 当 金 繰 入 額 132

合 計 24,974,991

商 品 期 末 棚 卸 高 5,663,461

商 品 売 上 原 価 19,311,530

流 通 整 備 原 価 1,693,852 21,005,382

売 上 総 利 益 12,416,149

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,150,273

営 業 利 益 265,876

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 91,226

ク レ ジ ッ ト 手 数 料 収 入 146,541

受 取 賃 貸 料 11,930

為 替 差 益 993

そ の 他 40,224 290,916

営 業 外 費 用

支 払 利 息 18,503

そ の 他 947 19,450

経 常 利 益 537,342
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 49 49

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 75

減 損 損 失 116,268

関 係 会 社 株 式 評 価 損 7,877 124,220

税 引 前 当 期 純 利 益 413,172

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 277,697

法 人 税 等 調 整 額 △22,331 255,366

当 期 純 利 益 157,805

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2023年12月１日から
2024年11月30日まで)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 590,254 609,877 490,351 1,100,229 13,250 1,230,000 4,306,401 5,549,651

当期変動額

剰余金の配当 △297,651 △297,651

当期純利益 157,805 157,805

自己株式の取得

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額)

当期変動額合計 △139,846 △139,846

当期末残高 590,254 609,877 490,351 1,100,229 13,250 1,230,000 4,166,555 5,409,805

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合 計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △846,103 6,394,032 140 140 6,394,172

当期変動額

剰余金の配当 △297,651 △297,651

当期純利益 157,805 157,805

自己株式の取得 △15 △15 △15
株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額(純額)

72 72 72

当期変動額合計 △15 △139,861 72 72 △139,789

当期末残高 △846,118 6,254,170 212 212 6,254,383

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(１) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 関係会社株式

移動平均法による原価法によっております。

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）によっております。

(２) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品および貯蔵品については、主として個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

(３) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および

構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物(附属設備) ３～24年

構築物 ８～15年

車両運搬具 ２～５年

工具、器具及び備品 ３～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(４) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。
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② 関係会社投資損失引当金

関係会社株式の実質価額低下に伴う損失に備えるため、健全性の観点から、

財政状態を勘案して実質価額の低下に相当する額について引当金を計上してお

ります。

なお、当事業年度末においては関係会社投資損失引当金は計上しておりませ

ん。

③ 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度負

担額を計上しております。

④ 店舗閉鎖損失引当金

将来の閉鎖が見込まれる店舗等について、今後発生する閉鎖に伴う損失に備

えるため、合理的に見込まれる発生見込額を計上しております。

なお、当事業年度末においては店舗閉鎖損失引当金は計上しておりません。

⑤ 商品保証引当金

当社が販売した商品のアフターサービスに対する費用支出に備えるため、過

去の実績に基づき発生見込額を計上しております。

⑥ 株式給付信託引当金

株式給付規程に基づく役員並びに従業員への当社株式の給付に備えるため、

当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき発生見込額を計上してお

ります。

(５) 収益及び費用の計上基準

収益は顧客との契約に係る取引価格で計上しており、収益の額に変動対価は

含まれておりません。変動対価等を含む収益の額に重要性はありません。

① ホールセール

主に法人ユーザーに対して車輌の販売を行っており、オークション規定に基

づいて顧客との契約が成立し、車輌を引き渡す履行義務を負っております。車

輌の販売については、顧客が当該車輌に対する支配を獲得したと認められる時

点で履行義務が充足されると判断しており、具体的には、顧客が車輌を落札し

た時点で収益を認識しております。

② リテール（車輌）

主に一般ユーザーに対して車輌の販売を行っており、顧客との販売契約に基

づいて車輌を引き渡す履行義務を負っております。

車輌の販売については、顧客が当該車輌に対する支配を獲得したと認められ

る時点で履行義務が充足されると判断しており、具体的には、顧客に引き渡さ

れた時点で収益を認識しております。

なお、外部配送業者へ車輌の引き渡しを委託した場合は、収益認識会計基準
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適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識してお

ります。

２. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損損失

(１) 当事業年度の計算書類に計上した金額

店舗における 有形固定資産 776,803千円

減損損失 116,268千円

用 途 場 所 種 類
減 損 損 失

（千円）

事業用資産
バイク王店舗他
（16店舗）

建 物 113,850

構 築 物 1,526

工具、器具及び備品 890

(２) 計算書類利用者の理解に資するその他の情報

「連結注記表２．会計上の見積りに関する注記」に記載のとおりであります。

３．会計上の見積りの変更に関する注記

(資産除去債務の見積りの変更)

当事業年度において、店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計

上していた資産除去債務について、店舗の退去時に必要とされる原状回復費用に

関する新たな情報を入手したことに伴い、見積りの変更を行いました。これら見

積りの変更による増加額138,606千円を変更前の資産除去債務残高に加算しており

ます。

４．追加情報

(役員向け株式給付信託)

「連結注記表４.追加情報」に記載のとおりであります。

(従業員向け株式給付信託の内容)

「連結注記表４.追加情報」に記載のとおりであります。
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５．貸借対照表に関する注記

(１) 有形固定資産の減価償却累計額 2,202,777千円

(２) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権 182,413千円

関係会社に対する短期金銭債務 18,262千円

(３) 当座貸越及びコミットメントライン契約

当社は不測の事態・リスクに備えた安定的な運転資金を確保するため、また、

当社事業のさらなる拡大のための成長資金および設備投資資金を機動的かつ安定

的に調達するため、取引銀行３行と当座貸越契約およびコミットメントライン契

約を締結しております。

当事業年度末における当該契約に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 5,800,000千円

借入実行残高 1,200,000千円

差引額 4,600,000千円

６．損益計算書に関する注記

(１) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 13,747,408千円

仕入高 249,015千円

販売費及び一般管理費 101,946千円

営業取引以外の取引による取引高 102,622千円

※当事業年度において関係会社であるBike O Malaysia SDN.BHD.について、関係

会社株式評価損7,877千円を計上しております。

７．株主資本等変動計算書に関する注記

(１) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 15,315,600株

(２) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 1,349,599株

なお、当事業年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が553,570株

含まれております。

― 56 ―

2025年01月24日 12時49分 $FOLDER; 56ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



８．税効果会計に関する注記

(１) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

棚卸資産評価損 54,933千円

未払事業税 21,556

未払事業所税 3,215

賞与引当金 52,656

株式給付信託引当金 113,432

貸倒引当金 2,065

関係会社株式評価損 17,021

減価償却超過額 66,442

繰延資産償却超過額 2,439

減損損失 48,610

資産除去債務 166,429

その他 58,012

繰延税金資産 小計 606,813

評価性引当額 △210,438

繰延税金資産 合計 396,375

（繰延税金負債）

有形固定資産 △92,344千円

その他有価証券評価差額金 △93

繰延税金負債 合計 △92,438

繰延税金資産の純額 303,936

(２) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった

主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％

（調整）

住民税均等割 15.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.3％

法人税から控除される所得税額 △4.5％

評価性引当額の増加 7.8％

合併による影響額 12.0％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.8％
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(３) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合

の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に

従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計

処理並びに開示を行っております。

９．関連当事者との取引に関する注記
(単位：千円)

種類 会社等の名称
議決権の所有
(被所有)割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（注２）

科 目 期末残高

関連会社
㈱ジャパンバイク

オークション

所有
直接30.0％

オークション
取引

オークション
の売上(注１)

13,744,841 売掛金 111,019

配当金の受取 90,031 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １．オークション売上については、㈱ジャパンバイクオークションのオークシ
ョン規約により、一般会員と同様の取引条件によっております。

２．取引金額には消費税等を含めておりません。

10．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（５）収益及び費用の計上基準」に

記載のとおりであります。

11．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 447円83銭

１株当たり当期純利益 11円30銭

（注）株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式給付信託およ

び従業員向け株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産の算

定および１株当たり当期純利益の算定において、期末発行済株式総数および

期中平均株式数から控除する自己株式に含めております。

期末の当該自己株式の数 553,570株

期中平均の当該自己株式の数 553,570株

12．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年１月17日

株式会社バイク王＆カンパニー
取 締 役 会 御中

赤坂有限責任監査法人

東京都港区

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 池 田 勉

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 八 十 田 原 児

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社バイク王＆カンパニーの2023年

12月１日から2024年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社バイク王＆カンパニー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年１月17日

株式会社バイク王＆カンパニー
取 締 役 会 御中

赤坂有限責任監査法人

東京都港区

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池 田 勉

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 八 十 田 原 児

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社バイク王＆カンパニーの

2023年12月１日から2024年11月30日までの第27期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査等委員会監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年12月1日から2024年11月30日までの第27期事業年度における取締役の
職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、監査等委員会監査等基準に準拠し、監査方針、監査計

画、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役、執行役員及び内部統制部門等の使用人等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について監査計画、四半期レビュー結
果、期末監査結果等の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条
各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討
事項（KAM）については、赤坂有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連
結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)
について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年1月20日

株式会社バイク王＆カンパニー
監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 上 沢 徹 二 ㊞

監査等委員 三 上 純 昭 ㊞

監査等委員 森 順 子 ㊞

(注）監査等委員三上純昭及び森順子は、会社法第２条第15号及び第331条
第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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ハチ公像

モヤイ像

西口バス
ターミナル

渋谷駅

国道246

道玄坂

渋谷
ヒカリエ

三菱UFJ銀行

SHIBUYA
109

TSUTAYA

セブンイレブン

松屋

タリーズ
コーヒー

セルリアン
タワー

サピックス
小学部渋谷校

南平台

道玄坂上
交番前

渋谷ソラスタ
コンファレンス
渋谷ソラスタビル４階

渋谷マークシティ

専用エントランス

セブン
イレブン
セブン
イレブン

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号

渋谷ソラスタ４階 渋谷ソラスタコンファレンス４Ａ

（昨年の会場より変更となっておりますので、下記の会場ご案

内図をご参照の上ご来場をお願い申し上げます。）

交 通 JR山手線／JR埼京線／東京メトロ銀座線／東京メトロ半蔵門線／
東京メトロ副都心線／東急東横線／東急田園都市線／京王井の頭線
各線 渋谷駅

ＪＲ各線 渋谷駅 「ハチ公口」から徒歩７分

ＪＲ各線 渋谷駅 「西口」から徒歩６分

渋谷マークシティ４Ｆ「道玄坂上方面出口」から徒歩２分
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ウェブサイトのご案内

当社のホームページでは、会社概要やIR情報、最新のニュースなど
様々な情報を公開しております。ぜひご覧ください。

ホームページアドレス https://www.8190.co.jp/
IRメール配信サービス https://www.8190.co.jp/ir/mail/
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